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出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値

単位：mm

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 個々の
測定値 
（X） 

平均の
測定値 
(X10) 

８

道

路

編

14

道

路

維

持

４

舗

装

工

５  切削オーバーレイ工 厚さ t －9 厚さは 40ｍ毎に現舗装高とオーバー

レイ後の基準高の差で算出する。 

測定点は車道中心線、車道端及びそ

の中心とする。 

幅は、延長 40ｍ毎に１ヶ所の割とし、

延長 40ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工

箇所とする。 

断面状況で、間隔、測点数を変える

ことが出来る。 

現舗装　w

t

ＬＣ

維持工事においては、平坦性の項目を

省略することが出来る。 

幅  w －25 

延長 L －100 

平 坦 性 ― 

3m ﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀ

ｰ(σ)2.4mm

以下 

直読式(足付

き)(σ)1.75

mm 以下 

８

道

路

編

14

道

路

維

持

４

舗

装

工

７  路上再生工 

路

盤

工

厚さ t －30 幅は延長 40ｍ毎に１ヶ所の割で測定。

厚さは、各車線 40ｍ毎に左右両端及び

中央の３点を掘り起こして測定。 

現舗装　w

t

ＬＣ

幅  w －50 

延長 L －100 



品質管理基準及び規格値

工　　種
種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

施
工

必
須

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容
差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容
差±2.5㎝
スランプ2.5cm：許容値±1.0㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要
度と工事の規模に応じて20～
150m3ごとに1回、および荷卸
し時に品質変化が認められた
時。ただし、道路橋鉄筋コンク
リート床版にレディーミクス
コンクリートを用いる場合は
原則として全車測定を行う。
・道路橋床版の場合、全車試
験を行うが、スランプ試験の
結果が安定し良好な場合はそ
の後スランプ試験の頻度につ
いて監督職員と協議し低減す
ることができる。

コンクリートの圧
縮強度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強
度の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定
した呼び強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試
体の試験値の平均値）

・荷卸し時
1回／日以上、構造物の重要

度と工事の規模に応じて20m3

～150m3ごとに1回
なお、テストピースは打設場
所で採取し、1回につき6個
（σ7･･･3本、σ28･･･3本）
とする。
・早強セメントを使用する場
合には、必要に応じて1回に
つき3個（σ3）を追加で採取
する。

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要
度と工事の規模に応じて20m3
～150m3ごとに1回、及び荷卸
し時に品質変化が認められた
時。

コンクリートの曲
げ強度試験（コ
ンクリート舗装
の場合、必須）

JIS A 1106 1回の試験結果は指定した呼び強
度の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定
した呼び強度以上であること。

コンクリート舗装の場合に適
用し、打設日1日につき2回
（午前・午後）の割りで行
う。なおテストピースは打設
場所で採取し、1回につき原
則として3個とする。

　 コアによる強度試
験

JIS A 1107

　 コンクリートの洗
い分析試験

JIS A 1112

施
工
後
試
験

必
須

ひび割れ調査 スケールによる測
定

0.2mm 本数
総延長
最大ひび割れ幅等

高さが、5m以上の鉄筋コンクリート
擁壁、内空断面積が25㎡以上の鉄筋
コンクリートカルバート類、橋梁
上・下部工及び高さが3m以上の堰・
水門・樋門を対象（ただしいずれの
工種についてもプレキャスト製品及
びプレキャストコンクリートは対象
としない。）とし構造物躯体の地盤
や他の構造物との接触面を除く全表
面とする。
フーチング・底版等で竣工時に地
中、水中にある部位については竣工
前に調査する。

テストハンマーに
よる強度推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 鉄筋コンクリート擁壁及びカ
ルバート類で行う。その他の
構造物については強度が同じ
ブロックを１構造物の単位と
し、各単位につき３ヶ所の調
査を実施。また、調査の結
果、平均値が設計基準強度を
下回った場合と、１回の試験
結果が設計基準強度の85％以
下となった場合は、その箇所
の周辺において、再調査を
5ヶ所実施。
材齢28日～91日の間に試験を
行う。

高さが、5m以上の鉄筋コンクリート
擁壁、内空断面積が25㎡以上の鉄筋
コンクリートカルバート類、橋梁
上・下部工及び高さが3m以上の堰・
水門・樋門を対象。（ただしいづれ
の工種についてもプレキャスト製品
及びプレストレストコンクリートは
対象としない。）また、再調査の平
均強度が、所定の強度が得られない
場合、もしくは１ヶ所の強度が設計
強度の85％を下回った場合は、コア
による強度試験を行う。
工期等により、基準期間内に調査を
行えない場合は監督員と協議するも
のとする。

そ
の
他

コアによる強度試
験

JIS A 1107 設計基準強度 所定の強度を得られない箇所
付近において、原位置のコア
を採取。

コア採取位置、供試体の抜き取り寸
法等の決定に際しては、設置された
鉄筋を損傷させないよう十分な検討
を行う。
圧縮強度試験の平均強度が所定の強
度が得られない場合、もしくは１ヶ
所の強度が設計強度の85％を下回っ
た場合は、監督員と協議するものと
する。

配筋状態及びかぶ
り

「非破壊試験によ
るｺﾝｸﾘｰﾄ構造物中
の配筋状態及びか
ぶり測定要領」に
よる

同左 同左 同左

強度測定 「微破壊・非破壊
試験によるｺﾝｸﾘｰﾄ
構造物の強度測定
要領」による

同左 同左 同左

そ
の
他

設計図書による。 品質に異常が認められた場合
に行う。

1　セメン
ト・コンク
リート (転
圧コンク
リート・コ
ンクリート
ダム・覆工
コンクリー
ト・吹付け
コンクリー
トを除く）

・小規模工種※で1工種当りの総使用
量が50m3未満の場合は1工種1回以上
の試験、またはレディーミクストコ
ンクリート工場の品質証明書等のみ
とすることができる。1工種当たり
の総使用量が50m3以上の場合は、
50m3ごとに1回の試験を行う。

※小規模工種とは、以下の工種を除
く工種とする。（橋台、橋脚、杭類
（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上
部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工
（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0m以上）、
護岸、ダム及び堰、トンネル、舗
装、その他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工種）
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品質管理基準及び規格値

工　　種
種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

4　下層路
盤

材
料

必
修

鉄鋼スラグの水浸
膨張性試験

舗装調査・試験法
便覧[4]-16

1.5%以下

　 道路用スラグの呈
色判定試験

JIS A 5015 呈色なし

そ
の
他

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 再生クラッシャランに用いるセ
メントコンクリート再生骨材
は、すり減り量が50％以下とす
る。

・中規模以上の工事：施工
前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

　 施
工

必
須

○

・再生クラッシャーランに適用す
る。
・中規模以上の工事とは、管理図を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2あるい
は使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が3,000t以上の場合が該当
する。
・小規模工事は、管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をいい、
同一工種の施工が数日連続する場合
で、以下のいずれかに該当するもの
ををいう。
①施工面積で、2,000㎡以上10,000
㎡未満
②使用する基層及び表層混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満（コン
クリートでは400m3以上1,000m3未
満）
ただし、以下に該当するものについ
ても小規模工事として取り扱うもの
とする。
1）アスファルト舗装：同一配合の
合材が100t以上のもの

・中規模以上の工事：施工
前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

舗装調査・試験法
便覧[4]-185

砂置換法（JIS A
1214)

砂置換法は、最大
粒径が53mm以下の
場合のみ適用でき
る。

最大乾燥密度の93%以上
X10 95%以上
X6 96%以上
X3 97%以上
歩道箇所：設計図書による。

・締固め度は、個々の測定値
が最大乾燥密度の93%以上を
満足するものとし、かつ平均
値について以下を満足するも
のとする。
・締固め度は、10個の測定値
の平均値X10が規格値を満足
するものとする。また、10個
の平均値が得がたい場合は3
個の測定値の平均値X3が規格
値を満足するものとするが、
X3が規格値からはずれた場合
は、さらに3個のデータを加
えた平均値X6が規格値を満足
していればよい。
・1工事あたり3,000㎡を超え
る場合は、10,000㎡以下を1
ロットとし、1ロットあたり
10個（10孔）で測定する。
例)
　3,001～10,000㎡：10個
　10,001㎡以上の場合、
10,000㎡毎に10個追加し測定
箇所が均等になるように設定
すること。
　例えば12,000㎡の場合、
6,000㎡/1ロット毎に10個、
合計20個
・1工事あたり3,000㎡以下の
場合は、3個(3孔）以上で測
定する。ただし、施工面積に
より測定数が適切でない場合
は協議により省略することも
出来る。

現場密度の測定

・CS：クラッシャラン鉄鋼スラグに
適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2あるい
は使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が3,000t以上の場合が該当
する。
・小規模工事は、管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をいい、
同一工種の施工が数日連続する場合
で、以下のいずれかに該当するもの
ををいう。
①施工面積で、2,000㎡以上10,000
㎡未満
②使用する基層及び表層混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満（コン
クリートでは400m3以上1,000m3未
満）
ただし、以下に該当するものについ
ても小規模工事として取り扱うもの
とする。
1）アスファルト舗装：同一配合の
合材が100t以上のもの

○

・中規模以上の工事とは、管理図を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2あるい
は使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が3,000t以上の場合が該当
する。
・小規模工事は、管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をいい、
同一工種の施工が数日連続する場合
で、以下のいずれかに該当するもの
ををいう。
①施工面積で、2,000㎡以上10,000
㎡未満
②使用する基層及び表層混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満（コン

クリートでは400m3以上1,000m3未
満）
ただし、以下に該当するものについ
ても小規模工事として取り扱うもの
とする。
1）アスファルト舗装：同一配合の
合材が100t以上のもの

○
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品質管理基準及び規格値

工　　種
種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

8　アス
ファルト舗
装

材
料

そ
の
他

密度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表
3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：
表3.3.3
・セミブローンアスファルト：
表3.3.4

・中規模以上の工事：施工
前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

　 高温動粘度試験 舗装調査・試験法
便覧[2]-180

○

　 60℃粘度試験 舗装調査・試験法
便覧[2]-192

○

　 タフネス・テナシ
ティ試験

舗装調査・試験法
便覧[2]-244

舗装施工便覧参照
・ポリマー改質アスファルト：
表3.3.3 ○

プ
ラ
ン
ト

必
須

粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧[2]-14

2.36mmふるい：±12%以内基準粒
度

○

粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧[2]-14

75μmふるい：±5%以内基準粒度

○

　 アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧[4]-238

アスファルト量：±0.9%以内

○

　 温度測定（アス
ファルト・骨材・
混合物）

温度計による 配合設計で決定した混合温度。 随時

○

そ
の
他

水浸ホイールト
ラッキング試験

舗装調査・試験法
便覧[3]-57

設計図書による 設計図書による。 アスファルト混合物の耐剥離性の確
認

ホイールトラッキ
ング試験

舗装調査・試験法
便覧[3]-39

アスファルト混合物の耐流動性の確
認

ラベリング試験 舗装調査・試験法
便覧[3]-17

アスファルト混合物の耐摩耗性の確
認

　 舗
設
現
場

必
須

・橋面舗装はコア採取しないでAs合
材量（プラント出荷数量）と舗設面
積及び厚さでの密度管理、または転
圧回数による管理を行う。

　 温度測定（初転
圧前）

温度計による 110℃以上 測定値の記録は、1日4回（午前・午
後各2回）。

　 外観検査（混合
物）

目視 　 　

　 そ
の
他

すべり抵抗試験 舗装調査・試験法
便覧[1]-84

設計図書による 舗設車線毎200m毎に1回 　

・中規模以上の工事とは、管理図を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2あるい
は使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が3,000t以上の場合が該当
する。
・小規模工事は、管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をいい、
同一工種の施工が数日連続する場合
で、以下のいずれかに該当するもの
ををいう。
①施工面積で、2,000㎡以上10,000
㎡未満
②使用する基層及び表層混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満（コン
クリートでは400m3以上1,000m3未
満）
ただし、以下に該当するものについ
ても小規模工事として取り扱うもの
とする。
1）アスファルト舗装：同一配合の
合材が100t以上のもの

舗装施行便覧参照
・セミブローンアスファルト：
表3.3.4

・中規模以上の工事：定期的
または随時。
・小規模以下の工事：異常が
認められたとき。
印字記録の場合：全数または
抽出・ふるい分け試験 1～2
回/日

・中規模以上の工事とは、管理図を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2あるい
は使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が3,000t以上の場合が該当
する。
・小規模工事は、管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をいい、
同一工種の施工が数日連続する場合
で、以下のいずれかに該当するもの
ををいう。
①施工面積で、2,000㎡以上10,000
㎡未満
②使用する基層及び表層混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満（コン
クリートでは400m3以上1,000m3未
満）
ただし、以下に該当するものについ
ても小規模工事として取り扱うもの
とする。
1）アスファルト舗装：同一配合の
合材が100t以上のもの

随時

・締固め度は、個々の測定値
が基準密度の94%以上を満足
するものとし、かつ平均値に
ついて以下を満足するものと
する。
・締固め度は、10個の測定値
の平均値X10が規格値を満足
するものとする。また、10個
の平均値が得がたい場合は3
個の測定値の平均値X3が規格
値を満足するものとするが、
X3が規格値からはずれた場合
は、さらに3個のデータを加
えた平均値X6が規格値を満足
していればよい。
・1工事あたり3,000㎡を超え
る場合は、10,000㎡以下を1
ロットとし、1ロットあたり
10個（10孔）で測定する。
例)
　3,001～10,000㎡：10個
　10,001㎡以上の場合、
10,000㎡毎に10個追加し測定
箇所が均等になるように設定
すること。
　例えば12,000㎡の場合、
6,000㎡/1ロット毎に10個、
合計20個
・1工事あたり3,000㎡以下の
場合は、3個(3孔）以上で測
定する。ただし、施工面積に
より測定数が適切でない場合
は協議により省略することも
出来る。

現場密度の測定 舗装調査・試験法
便覧[3]-91

基準密度の94%以上。
X10　96%以上
X6 　96%以上
X3 　96.5%以上
歩道箇所：設計図書による。
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品質管理基準及び規格値

工　　種
種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

必
須

貫入試験40℃ 舗装調査・試験法
便覧[3]-315

貫入量（40℃）目標値
　 表層：1～4mm
　 基層：1～6mm ○

リュエル流動性試
験240℃

舗装調査・試験法
便覧[3]-320

3～20秒（目標値） 　

○

　 ホイールトラッキ
ング試験

舗装調査・試験法
便覧[3]-39

300以上 　

○

　 曲げ試験 舗装調査・試験法
便覧[3]-69

破断ひずみ（-10℃、50mm/min）

8.0×10-3以上 ○

　 粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧[2]-14

2.36mmふるい：±12%以内基準粒
度

○

　 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧[2]-14

75μmふるい：±5%以内基準粒度

○

アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧[4]-238

アスファルト量：±0.9%以内

○

　 温度測定（アス
ファルト・骨材・
混合物）

温度計による アスファルト：220℃以下
石　粉：常温～150℃

随時 　

○

　 舗
設
現
場

必
須
温度測定（初転
圧前）

温度計による 　 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午
後各2回）

11　路床安
定処理工

材
料

必
須

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。

　 CBR試験 舗装調査・試験法
便覧[4]-155,[4]-
158

設計図書による。

施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法
便覧[4]-185
突砂法

設計図書による。 500m3につき1回の割合で行

う。ただし、500m3未満の工事
は1工事当たり3回以上。
1回の試験につき3孔で測定
し、3孔の最低値で判断を行
う。

　 　 または、
RI計器を用いた盛
土の締固め管理要
領（案）

設計図書による。 1日の1層あたりの施工面積を
基準とする。管理単位の面積

は1,500m2を標準とし、1日の

施工面積が2,000m2以上の場
合、その施工面積を2管理単
位以上に分割するものとす
る。1管理単位あたりの測定
点数の目安を下表に示す。

・500m2未満：5点

・500m2以上1,000m2未満：10
点

・1,000m2以上2,000m2未満：
15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用す
る。
・左記の規格値を満たしていても、
規格値を著しく下回っている点が存
在した場合は、監督員との協議の上
で、（再）転圧を行うものとする。

または、
「TS・GNSSを用い
た盛土の締固め管
理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブ
ロックの全てが規定回数だけ締
め固められたことを確認する。
ただし、路肩から1m以内と締固
め機械が近寄れない構造物周辺
は除く。

1.盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管
理単位毎に管理を行う。
2.管理単位は築堤、路体路床
とも1日の1層当たりの施工面
積は1,500ｍ2を標準とす
2,000ｍ2以上の場合、その施
工面積を2管理単位以上に分
割するものとする。
3.1日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層
にまたがらせることはしない
ものとする。
4.土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管
理単位として取り扱うものと
する。

　 プルーフローリン
グ

舗装調査・試験法
便覧[4]-210

路床仕上げ後、全幅,全区間
で実施する。

・荷重車については、施工時に用い
た転圧機械と同等以上の締固効果を
持つローラやトラック等を用いるも
のとする。

10　グース
アスファル
ト舗装

プ
ラ
ン
ト

当初及び土質の変化したと
き。

・中規模以上の工事：定期的
又は随時。
・小規模以下の工事：異常が
認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽
出・ふるい分け試験 1～2回/
日

配合毎に各1回。ただし、同
一配合の合材100t未満の場合
も実施する。

・中規模工事以上とは、管理図を描
いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000㎡あるい
は使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が3,000t以上の場合が該当
する。
・小規模工事は管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同
一工種の施工が数日連続する場合
で、以下のいずれかに該当するもの
をいう。
①施工面積で2,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満（コ
ンクリートでは400m3以上1,000m3未
満）。
ただし、以下に該当するものについ
ても小規模工事として取り扱うもの
とする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合
材が100t以上のもの
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品質管理基準及び規格値

工　　種
種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

28　路上表
層再生工

材
料

必
須

旧アスファルト針
入度

JIS K 2207

　 旧アスファルトの
軟化点

JIS K 2207

　 既設表層混合物の
密度試験

舗装調査・試験法
便覧[3]-91

　 既設表層混合物の
最大比重試験

舗装調査・試験法
便覧[4]-229

　 既設表層混合物の
アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧[4]-238

　 既設表層混合物の
ふるい分け試験

舗装調査・試験法
便覧[2]-14

　 新規アスファルト
混合物

「アスファルト舗
装」に準じる。

同左 　

○

文言削除 施
工

必
須

　 温度測定 温度計による 110℃以上 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午
後各2回）

　 かきほぐし深さ 舗装再生便覧 付
録-8に準じる

-0.7cm以内 1000m2毎

施
工

粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧[2]-14

2.36mmふるい：±12%以内

　 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧[2]-14

75μmふるい：±5%以内

　 アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧[4]-238

アスファルト量：±0.9%以内

29　排水性
舗装工・透
水性舗装工

材
料

必
須

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 「舗装施工便覧」3-3-2(3)によ
る。

○

　 骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110

砕石・玉砕、製鋼スラグ（SS）
　 表乾比重：2.45以上
　 吸水率　：3.0%以下

○

　 骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25%以下

○

　 粗骨材の形状試験 舗装調査・試験法
便覧[2]-45

細長、あるいは偏平な石片：10%
以下

○

　 フィラーの粒度試
験

JIS A 5008 「舗装施工便覧」3-3-2(4)によ
る。

○

　 フィラーの水分試
験

JIS A 5008 1%以下

○

そ
の
他

目標値を設定した場合のみ実施す
る。

当初及び材料の変化時

十分なデータがある場合や事前調査
時のデータが利用できる場合にはそ
れらを用いてもよい。

十分なデータがある場合や事前調査
時のデータが利用できる場合にはそ
れらを用いてもよい。

・中規模工事以上とは、管理図を描
いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000㎡あるい
は使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が3,000t以上の場合が該当
する。
・小規模工事は管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同
一工種の施工が数日連続する場合
で、以下のいずれかに該当するもの
をいう。
①施工面積で2,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満（コ
ンクリートでは400m3以上1,000m3未
満）。
ただし、以下に該当するものについ
ても小規模工事として取り扱うもの
とする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合
材が100t以上のもの

空隙率による管理でもよい。

当初及び材料の変化時

適宜

基準密度の96%以上
X10　98%以上
X6　98%以上
X3　98.5%以上

・締固め度は、個々の測定値
が基準密度の96%以上を満足
するものとし、かつ平均値に
ついて以下を満足するものと
する。
・締固め度は、10個の測定値
の平均値X10が規格値を満足
するものとする。また、10個
の平均値が得がたい場合は3
個の測定値の平均値X3が規格
値を満足するものとするが、
X3が規格値からはずれた場合
は、さらに3個のデータを加
えた平均値X6が規格値を満足
していればよい。
・1工事あたり3,000㎡を超え
る場合は、10,000㎡以下を1
ロットとし、1ロットあたり
10個（10孔）で測定する。
例)
　3,001～10,000㎡：10個
　10,001㎡以上の場合、
10,000㎡毎に10個追加し測定
箇所が均等になるように設定
すること。
　例えば12,000㎡の場合、
6,000㎡/1ロット毎に10個、
合計20個
・1工事あたり3,000㎡以下の
場合は、3個(3孔）以上で測
定する。ただし、施工面積に
より測定数が適切でない場合
は協議により省略することも
出来る。

・中規模以上の工事：施工
前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

舗装調査・試験法
便覧[3]-91

現場密度の測定
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品質管理基準及び規格値

工　　種
種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

29　排水性
舗装工・透
水性舗装工

材
料

そ
の
他

　 フィラーのフロー
試験

舗装調査・試験法
便覧[2]-65

50%以下

○

　 製鋼スラグの水浸
膨張性試験

舗装調査・試験法
便覧[2]-77

水浸膨張比：2.0%以下

○

　 粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 砕石・玉砕、製鋼スラグ
（SS）：30%以下

○

　 硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122 損失量：12%以下

○

　 粗骨材中の軟石量
試験

JIS A 1126 軟石量：5%以下

○

針入度試験 JIS K 2207 40(1/10mm）以上

○

軟化点試験 JIS K 2207 80.0℃以上

○

　 伸度試験 JIS K 2207 50cm以上（15℃）

○

　 引火点試験 JIS K 2265-1
JIS K 2265-2
JIS K 2265-3
JIS K 2265-4

260℃以上

○

　 薄膜加熱質量変化
率

JIS K 2207 0.6%以下

○

　 薄膜加熱針入度残
留率

JIS K 2207 65%以上

○

　 タフネス・テナシ
ティ試験

舗装調査・試験法
便覧[2]-244

タフネス：20N･m

○

　 密度試験 JIS K 2207

文言削除 文言削除 ○

・中規模工事以上とは、管理図を描
いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000㎡あるい
は使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が3,000t以上の場合が該当
する。
・小規模工事は管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同
一工種の施工が数日連続する場合
で、以下のいずれかに該当するもの
をいう。
①施工面積で2,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満（コ
ンクリートでは400m3以上1,000m3未
満）。
ただし、以下に該当するものについ
ても小規模工事として取り扱うもの
とする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合
材が100t以上のもの

フィラーの塑性指
数試験

4以下

○

・中規模以上の工事：施工
前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

JIS A 1205
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品質管理基準及び規格値

工　　種
種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

29　排水性
舗装工・透
水性舗装工

プ
ラ
ン
ト

必
須

粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧[2]-14

2.36mmふるい：±12%以内基準粒
度

・中規模以上の工事：定期的
または随時。
・小規模以下の工事：異常が
認められたとき。
印字記録の場合：全数または
抽出・ふるい分け試験 1～2
回/日

○

　 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧[2]-14

75μmふるい：±5%以内基準粒度

○

　 アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧[4]-238

アスファルト量：±0.9%以内

○

　 温度測定（アス
ファルト・骨材・
混合物）

温度計による 配合設計で決定した混合温度。 随時

○

水浸ホイールト
ラッキング試験

舗装調査・試験法
便覧[3]-39

アスファルト混合物の耐流動性の確
認

○

ホイールトラッキ
ング試験

舗装調査・試験法
便覧[3]-39

アスファルト混合物の耐流動性の確
認

○

ラベリング試験 舗装調査・試験法
便覧[3]-17

アスファルト混合物の耐流動性の確
認

○

　 カンタブロ試験 舗装調査・試験法
便覧[3]-111

アスファルト混合物の耐流動性の確
認

○

　 必
須

温度測定（初転
圧前）

温度計による 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午
後各2回）

　 現場透水試験 舗装調査・試験法
便覧[1]-122

X10　1000mL/15sec以上
X10   300mL/15sec以上（歩道箇
所）

1,000m2ごと。

外観検査（混合
物）

目視 　 随時 　

そ
の
他

舗
設
現
場

プ
ラ
ン
ト

・中規模工事以上とは、管理図を描
いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000㎡あるい
は使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が3,000t以上の場合が該当
する。
・小規模工事は管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同
一工種の施工が数日連続する場合
で、以下のいずれかに該当するもの
をいう。
①施工面積で2,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満（コ
ンクリートでは400m3以上1,000m3未
満）。
ただし、以下に該当するものについ
ても小規模工事として取り扱うもの
とする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合
材が100t以上のもの

・中規模以上の工事：定期的
または随時。
・小規模以下の工事：異常が
認められたとき。
印字記録の場合：全数または
抽出・ふるい分け試験 1～2
回/日

現場密度の測定 ・締固め度は、個々の測定値
が基準密度の94%以上を満足
するものとし、かつ平均値に
ついて以下を満足するものと
する。
・締固め度は、10個の測定値
の平均値X10が規格値を満足
するものとする。また、10個
の平均値が得がたい場合は3
個の測定値の平均値X3が規格
値を満足するものとするが、
X3が規格値からはずれた場合
は、さらに3個のデータを加
えた平均値X6が規格値を満足
していればよい。
・1工事あたり3,000㎡を超え
る場合は、10,000㎡以下を1
ロットとし、1ロットあたり
10個（10孔）で測定する。
例)
　3,001～10,000㎡：10個
　10,001㎡以上の場合、
10,000㎡毎に10個追加し測定
箇所が均等になるように設定
すること。
　例えば12,000㎡の場合、
6,000㎡/1ロット毎に10個、
合計20個
・1工事あたり3,000㎡以下の
場合は、3個(3孔）以上で測
定する。ただし、施工面積に
より測定数が適切でない場合
は協議により省略することも
出来る。

設計図書による。 設計図書による。

基準密度の94%以上。
X10　96%以上
X6　 96%以上
X3　 96.5%以上
歩道箇所：設計図書による。

舗装調査・試験法
便覧[3]-97

 1-275



4-1

消波根固ブロックの製作管理基準

１．適用範囲

この基準は、神奈川県内の河川工事に使用する消波根固用コンクリートブロック（以

下「コンクリートブロック」という。）の製作に適用する。

２．コンクリートの配合

３．品質管理基準及び規格値

種

別

試 験 項 目 試験方法、測定項目 規 格 値 試験基準、測定基準

工

場

骨 材 の 粒 度 ＪＩＳ Ａ １１０２ 必要に応じて

細骨材の表面水量 ＪＩＳ Ａ １１１１ 午前・午後各１回

骨 材 の 安 定 性 ＪＩＳ Ａ １１２２ 産地の変わる都度

ス ラ ン プ ＪＩＳ Ａ １１０１ 午前・午後各１回

空 気 量 ＪＩＳ Ａ １１２８

圧 縮 強 度 ＪＩＳ Ａ １１０８
１９５㎏ｆ／㎝2以上

（１９．１Ｎ／㎜2）
１回３本／日

一日の打

設が１０㎥

未満の場

合は適用

しない。

施

工

外 観 目  視 ※１による 全数行なう。

形 状 寸 法
＋１５㎜

－ ５㎜

同種のコンクリートブ

ロック１，０００個又は、

その端数を１組とし、

１組について任意に３

個を抜き取り測定し、

２個以上適合しなけれ

ばならない。又、１個

だけ適合の場合は、不

適合のコンクリートブ

ロックを除き、その組

から更に任意の６個を

抜き取り測定し、全数

適合すればよい。

※１ 外観は、その質が密で、有害なきずがなく、上面は平で外観がよくなければならない。

粗骨材の最大寸法 圧  縮  強  度 スランプ

４０㎜以下
１９５㎏ｆ／㎝2以上 

８±２．５㎏／m2以上
（１９．１Ｎ／㎜2）


